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 JR東日本・五能線の車窓から夏の日本海 

  

①  8月 11日・・・2020年 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 

②   8月 31日・・・2020年 6月決算法人の確定申告期限（法人税・消費税・法人事業税等） 

③  法人税・消費税・源泉所得税の納付期限の延長手続き・・・新型コロナ感染症の影響により、法人が 

 期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の延長が認められます。 

                           

   

①税収、昨年度 2兆円減少・・・財務省は、2019年度の国の一般会計の税収総額が 58.4兆円になったと発表

した。2018年度 60.4兆円に比べて約 2兆円少ない。当初見通しは 62.5兆円だった。 

②金融のプロを呼び込む外国人誘致企業に法人税優遇・・・政府自民党は、金融に関する知識が豊富な外国人

を呼び込むために優遇措置を設ける方針を決めた。受け入れる企業の進出を促す減税や在留期間の特例延長

といった具体策の検討を開始した。優秀人材が流出する香港からの労働者を日本に誘致する優遇措置だ。 

③青色申告の届け出の期限・・・新たに事業を始めた人の「青色申告承認申請書」の提出期限は、原則として

「事業開始の 2ケ月後」ですが、青色申告をしていない場合に、新たに事業をはじめて「青色申告の承認申請

書」を提出する場合の提出期限は、3月 15日なので、ご注意ください。 

令和 2年 8月の税務と提出期限 

今月の気になった記事 
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Ⅰ マイナンバーカードって？ 

 平成 28年 1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。国や地方自治体が、社会保障や税の

手続きを効率化するために、住民票を持つ全ての人に 12桁の個人番号を付与しました。 

 マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な 

 身分証明書として利用でき、また様々な行政サービスを受けることができます。 

（1）個人に付された番号（ﾏｲ・ﾅﾝﾊﾞｰ）が記載されたカード 

①氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が付いているため身分証明書としても利用できます。 

②カードには、ICチップがついています。 

「電子証明書」として住民票や年金、子育ての申請確認が出来ます。 

③マイナンバーカードの普及状況が、2020年 3月時点で 20％しかありません。 

（普及率 1位宮崎県 23.2％、2位東京都 21.5％ 3位神奈川県 20.2％） 

（2）政府が検討する普及策 

  ①運転免許証、各種国家資格証などとの一体化 

  ②学校の検診やオンライン教育のデータ管理 

  ③スマホとの一体化 

 （3）海外のマイナンバー 

 主要国の多くが社会保障改革と連動している。 

英国では、税と社会保障の一体改革の 1つである低所得者支援は、番号で納税や銀行口座の情報を管理し 

児童手当など、給付額を毎月自動調整する。新型コロナ対策では給付額を上乗せし、数日で銀

行口座に振り込んだ。 

 米国では、納税のほか金融サービス利用などの身分証明 

 スウェーデンでは、納税、年金、医療などほぼすべての行政サービスや徴兵などに活用。 

民間へ有料での情報提供も。 

 エストニアでは、国政選挙の投票や会社登記などに活用。個人情報が見られた場合は記録に残り、 

理由の開示請求の可能。 

（4）マイナンバーの利用拡大の歴史 

 2016年 1月 マイナンバーの運用とマイナンバーカー 

      の交付が開始 

2017年 1月 専用サイト「マイナポータル」稼働 

2017年 10月 マイナポータルで子育て関連 

オンライン申請の開始 

2017年 11月  行政機関同士の情報連携を本格運用 

2018年 1月  銀行口座への任意のひも付を開始 

2020年 9月  キャッシュレス決済のポイント還元策 

        マイナポイント開始 

2020年内   運転免許証との一体化や自治体のシス 

テム標準化に向けた工程表を策定 

2021年 3月  健康保険証としての利用開始 
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この観光庁の事業は、新型コロナウイルス感染拡大によって大きな打撃を受けた地域観光の復興を目指すもの

で 7月 22日から始まった、使い勝手はどうだろう。 

1.GO TO トラベル事業の概要 

 1）国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の 1/2相当額を支援 

 2）支援額の内、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。 

 3）一人一泊あたり 2万円が上限（日帰り旅行におういては、1万円が上限） 

 4）連泊制限や利用回数の制限なし。  

 例）1人で、旅行代理店経由で 3泊の旅行に申し込む、代金は 10万円だった場合は、 

   支援額は、10万円☓1/2＝5万円 ＜上限 2万円☓3泊＝6万円 ∴5万円 

           5万円☓70％＝35,000円 

           5万円☓30％＝15,000円（地域共通クーポン） 

 

2.GO TO トラベル事業の開始時期 

 事業開始は、令和 2年 7月 22日（水）から令和 3年 3月 31日宿泊まで   

3.還付の申請手続き 

（1）旅行者から事務局への申請 

以下の書類を事務局に郵送又はオンラインで提出。 

1）申請書（様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手） 

2）支払内訳がわかる書類（支払内訳書、支払い内訳が記載された領収書等） 

 3）宿泊証明書（宿泊時に宿泊施設から入手） 

 4）個人情報同意書 

（2）事務局で書類を確認後、旅行者に還付 

4.その他にも 

 1）GO TO EAT キャンペーン  (飲食代金等を補助/8月下旬) 

 2）GO TO EVENT キャンペーン （イベント代金等を補助/8月中旬以降） 

 3）GO TO 商店街 キャンペーン （商店街支援等/8月中旬以降） 

  

    

 

 

1.火災保険料、損保大手 4社 災害多発、支払い増のため 6～8％値上げ 

損害保険大手 4社が、2021年 1月から住宅向けの火災保険料を全国平均で 6～8％程度引き上げる。 

自然災害が相次ぎ保険金の支払いが増えているためで、高い地域では 1割以上上る見通し。保険料は 18年度

の災害で被災地となった西日本を中心に被災の実態にあわせて保険料を細かく設定する。 

2.民間企業や官民の取引の契約書にハンコは？ 

日本では、企業・個人間において書類にハンコを押すことが習慣化されています。役所に登録されていない 

印鑑いわゆる認印の効力はそれほど強くありません。 自筆証書遺言の作成を除き、押印が義務付けられて 

る文書は少なく、売買契約は口頭で成立します。 


